
東京農工大学大学院連合農学研究科教育規則の一部改正 

現行 改正 改正理由 

 

本則 

第1条～第14条 省略 

 

附則 省略 

 

別表(第3条関係) 

 

本則 

第1条～第14条 省略 

 

附則 省略 

 

別表(第3条関係) 

 

教育課程表 教育課程表  

  研究科共通科目（別紙参照） 

 

 生物生産科学専攻～農林共生社会科学専攻 省略  

  研究科共通科目（別紙参照） 

 

生物生産科学専攻～農林共生社会科学専攻 省略 (現行どおり) 

科目の新設のため 
 
 
 
 
 
 
 
  

   

   

   

   

   
 

  

附 則(令和4年4月1日連規則第1号) 

この規則は、令和4年4月1日から施行する。 


